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INFORMATION

▶応募資格
・ 町内在住、または町内の事業所に勤務する方。
・ 複数の附属機関委員の委嘱を受けていない方。
・ 20歳以上おおむね75歳までの方（平成31年４月２日時点）。
▶応募方法　申込書に第１希望から第３希望までの附

属機関名を記入し、持参、郵送、FAXのいずれかで提出
してください。申込書は提出先にあるほか、町ホーム
ページからもダウンロードできます。
▶応募期限　２月22日㊎まで

　幕別町では平成30年４月から、幕別中学校区の小中学校をエリアとする「まくべつ学園」と札内東中学校区の小
中学校をエリアとする「札内東学園」を小中一貫教育モデル校に指定し、さまざまな取組を進めてきました。
　今月号では、その取組の一部をご紹介します。

目指す子ども像	
　１　自ら進んで学ぶ子ども
　２　思いやりのある優しい子ども
　３　心身ともに健康でたくましい子ども

目指す子ども像	
　ふるさとを愛し、夢や希望の実現に向けて、仲間と共に高め合う子ども
　◇自分の将来を描き、自ら学ぶ子ども
　◇心身を鍛え、生命を尊ぶ子ども
　◇仲間を信頼し、協力し合う子ども
　◇ふるさと「まくべつ」に誇りをもつ子ども

児童生徒数（H30.12月末現在）　幕別小学校160人　幕別中学校94人

児童生徒数（H30.12月末現在）
　白人小学校205人　札内北小学校241人　札内東中学校270人

成果と課題	
　児童会・生徒会合同のあいさつ運動の実施や、中学
３年生による小学６年生への学校紹介を行い、小学校
と中学校の交流を深めることができました。
　小学校と中学校が共通理解を図るための学園掲示
板を、各学校に設置しました。
　また、９年間を通した指導計画を作成し、次年度か
らの本格的な運用を目指しています。
　今後、さらに一貫した特別支援教育の充実や、コ
ミュニティ・スクールを目指した地域との連携を進め
ていきます。

成果と課題	
　今年度は小学６年生が中学校へ登校し、50分授業
を体験することで、中学校生活のイメージを持つこと
ができました。
　外国語の中学校教員による教科担任制の導入や、体
育や理科での乗り入れ授業、教職員の小中合同研修を
実施することで、指導方法の連携を図りました。
　また、学園通信やカレンダーを発行し、地域や保護
者の方への情報提供に努めました。
　今後、統一した方針に基づく学校運営を進めるとも
に、郷土を愛する心を育む一貫した地域学習を進めて
いきます。

広報３月号では、糠内学園・さつない学園・ちゅうるい学園の取組について紹介します。

▶委嘱について
・応募資格に当てはまる方全員を候補者名簿に１年間登録します。
・改選期を迎える附属機関から順に、候補者名簿登録

者の中から委員を委嘱します。
・応募者多数の場合、応募された方全員を委嘱できな

いことがあります。
・委嘱の可否は、選考終了後に文書で通知します。

役場総務課（〒089-0692 幕別町本町130番地１）、
　忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所

総務課総務係（☎ 54-6608  54-3727）

附属機関名 内　容 募集
人数

改選期
（平成31年） 任期

幕別町健康づくり推進協議会 保健福祉の増進などの町民の健康づくり対策に関
する事項を調査審議 ３人 ４月１日 ２年

幕別町廃棄物減量等推進審議会 一般廃棄物の減量化を推進するための方策などに
関する事項を審議 ４人 ４月１日 ２年

幕別町都市計画審議会 都市計画区域の指定などの都市計画に関する事項
を調査審議 ３人 ５月13日 ２年

幕別町公営住宅委員会 公営住宅の維持・管理と運営に関する事項を調査審
議 ３人 ５月13日 ２年

幕別町行政改革推進委員会 町長の諮問に応じ、行政改革の推進に関する重要な
事項を調査審議 ５人 11月26日 ３年

附属機関の委員を募集します

みなさんの意見を募集します

小中一貫教育の取組を紹介します

まくべつ学園

札内東学園

【意見を提出できる方】
　　町内に住所を有している方、町内に通勤または通学している方、町内に事務所または事業所を有する方、
　　パブリックコメント ( 住民意見募集 ) 手続きに関する事案に利害関係を有する方
【意見の提出方法】
　　資料の閲覧場所に備え付けの ｢意見の提出書｣ または、意見を記入した用紙 ( 様式は問いません ) に、計画の名称、

住所、氏名、電話番号を記載して問い合わせ先に持参、郵送、ＦＡＸ、電子メールで提出してください。
　※ ｢意見の提出書｣ は町ホームページからもダウンロードできます。
【注意事項】

①障がいなどの理由により文書による提出が困難な場合以外は、電話や口頭による意見は受付できません。
②提出された意見は、内容を整理し、意見に対する町の考え方を広報紙等で公表します。なお、提出時に記載さ　

れた住所、氏名については、公表しません。
③意見に対する個別の回答は行いません。また、意見を求める内容と直接関係のない意見と判断できるようなも　

のについては、意見として取り扱いませんのでご了承ください。

【意見の募集期間】
　２月１日㊎～３月４日㊊
【資料の閲覧場所】
　役場１階ロビー、忠類総合支所１階ロビー、
　糠内出張所、札内コミュニティプラザ

町ホームページ（トップページ＞町
政情報＞広報＞パブリックコメント）

【問い合わせ・提出先】
農林課農政係
( 〒 089-0692 幕別町本町 130 番地１
 ☎ 54-6605 54-5564 
 noseikakari@town.makubetsu.lg.jp）

【計画名】　幕別町農業・農村振興計画 2018（案）
【計画の概要】

　農業・農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、
概ね 10 年後を目標とした農業の基本的な振興方針を策定します。
●基本方針
　①地域農業の持続的な発展を目指して
　　・ＩＣＴ技術活用等を通じた後継者確保、担い手確保
　　・労働力不足解消のための雇用対策
　②競争力のある力強い農業を目指して
　　・地域ブランド確立等による安全で安心な農畜産物の提供
　　・６次産業化による高付加価値化と経営安定に向けたチャレンジ
●重点課題
　①担い手確保対策　～労働力・雇用対策・作業の省力化～
　②地域内資源の循環対策　～耕種農家と酪農・畜産農家の連携強化～
　③新たな経営体系への支援　～高付加価値化・６次産業化の推進～


